
【井田病院からのお知らせ】 

 

■診療費の過徴収について 

 井田病院において、システム上の料金設定誤りにより、令和６年 10 月 1 日から 4 日までの

間、外来を受診された方から徴収した診療費のうち、保険診療に係る「初診料」及び「外来

診療料」について、計 793 人、総額 13,310 円を過徴収していたことが判明いたしました。 

 対象となる患者様には深くお詫び申し上げますとともに、お知らせの文書を発送し、速や

かに返還の手続きを行います。 

 詳細につきましては、次の報道発表資料をご覧ください。 

  

 ※振り込み詐欺に御注意ください。 

  この返金に際して、銀行やコンビニエンスストアでのＡＴＭの操作を依頼することは 

ありません。 

 

 

【問合せ窓口】 

  川崎市立井田病院医事課 

    受付時間：８時３０分から１７時（土日祝日及び 12 月 29 日から１月３日を除く） 

    電話番号：０４４－７６６―２１８８（代表） 
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